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主要な営業所および工場等（2026年１月31日現在）
① 当社

本社 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
工場 神戸市東灘区向洋町西５丁目10番

② 主要な子会社

㈱トーホーフードサービス 本社 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
㈱トーホー沖縄 本社 沖縄県浦添市字港川500-１
㈱トーホー・北関東 本社 栃木県宇都宮市川田町400番１号
㈱藤代商店 本社 横浜市神奈川区栄町15番地20
㈱鶴ヶ屋 本社 埼玉県戸田市笹目７丁目８番８号
TOHO Singapore Pte. Ltd. 本社 36 Woodlands Terrace, Singapore

TOHO Foods Malaysia Sdn. Bhd. 本社 NO.3A, Jalan TP3, Taman Perindustrian Sime UEP,
47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

昭和物産㈱ 本社 東京都荒川区町屋１丁目38番16号 Ｊプロ町屋ビル３階

FRESHdirect Pte. Ltd. 本社 47 Jalan Buroh #01-08 (Level 1M1) CWT
Mega Logistics Hub Singapore

TOHO FOODS HK CO.,LTD. 本社 Unit511,5/F., Chai Wan Industrial City, Phase1,
60 Wing Tai Road, Chai Wan, Hong Kong

関東食品㈱ 本社 群馬県高崎市綿貫町2223-１

Suitfit Company Limited 本社 Room08,10F,Harbour Industrial Centre,10
Lee Hing Street,Ap Lei Chau,Hong Kong

㈱三協食鳥 本社 神戸市西区平野町中津字北川589番地の10
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㈱トーホーキャッシュアンドキャリー 本社 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
㈱トーホービジネスサービス 本社 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
㈱アスピット 本社 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
㈱トーホー・コンストラクション 本社 神戸市中央区下山手通４丁目７番12号
㈱トーホーウイング 本社 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
㈱システムズコンサルタント 本社 東京都中央区東日本橋３丁目７番17号 ＣＴビル５階
㈱エフ・エム・アイ 本社 東京都港区麻布台１丁目11番９号
（注）当社は、㈱三協食鳥の株式を2025年9月4日に第三者より取得し、連結子会社といたしました。
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従業員の状況（2026年１月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
2,540（ 1,336 ）名 ＋131（ △414）名

（注）従業員数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に１日８時間勤務換算人員を外数で記載し
ております。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
162（26）名 ＋10（＋4）名 44.0歳 16.4年

（注）従業員数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に１日８時間勤務換算人員を外数で記載し
ております。

主要な借入先および借入額（2026年１月31日現在）

借 入 先 借 入 額
兵庫県信用農業協同組合連合会 2,080 百万円
株式会社中国銀行 2,015 百万円
株式会社りそな銀行 1,805 百万円
株式会社西日本シティ銀行 1,740 百万円
株式会社肥後銀行 1,670 百万円
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会計監査人の状況
（1）名称 協立監査法人

（2）報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る報酬等の額 35百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 35百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額には
これらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を
確認し、当事業年度の監査計画および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要
な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３．記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

（3）会計監査人が行った非監査業務（公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務）の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、

監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
そのほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合、または、よ

り適切な監査を行うために会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、監査役会は会計
監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。

（5）会計監査人の業務の停止に関する事項
該当事項はありません。
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社の業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他株式会
社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
（1）業務運営の基本方針

当社グループでは、以下の経営憲章を経営のよりどころとしております。

【経営憲章】
この憲章は、株式会社トーホーおよびグループ会社の永遠の繁栄のために定めたものであ

る。
経営にあたる者は、この憲章の趣旨を充分に理解したうえで「企業は天下の公器なり」の考

え方のもとに、実行に努めなければならない。

一、企業は人である。それぞれの人格を重んじ、出身閥・学閥・門閥などに囚われることなく
人材を広く社内外に求め、実力主義にもとづいて、適材を適所に配置すること。

二、誠実と信用を旨とし、お客様第一に心がけ、いやしくも目先の小利や投機などに走っては
ならない。

三、視野を広く国の内外に向け、常に時代先取りの経営を進めること。
四、事を決するには、まず衆知を集め、社内外の意見を求め、わが社の発展を前提とするこ

と。
五、目的を同じくする同志として、融和と結束を常に心がけ、何事にも総力を挙げて事にあた

ること。
六、勤勉質素を旨とし、清廉潔白に身を保ち、社会に感謝し、奉仕の精神を忘れないこと。
七、公私の別を明らかにし、責任体制を明確にし、常に信賞必罰で臨むこと。
八、実績を示す数字は真実の鏡である。仮にも事実を粉飾することなどがあってはならない。
九、利益の配分については、まず資本の充実をはかり、株主及び従業員の優遇を心掛け、公平

かつ公明に分配すること。
十、在職中は勿論のこと、退職後も会社の機密など漏洩してはならない。

（2）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループは、「内部統制マネジメント委員会」を設置し、「グループ内部統制規程」

に基づき、当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適
合することを確保するための体制について統括管理を行う。

② 当社グループは、「倫理委員会」を設置し、企業倫理および法令遵守の精神を周知徹底
する。

③ 当社グループは、「品質保証委員会」を設置し、「食品安全衛生管理規程」に基づき、食
品に関する法令遵守・安全衛生体制を強化し、消費者および取引先に提供する食品の安
全確保に努める。
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④ 当社グループは、「交通安全推進委員会」を設置し、交通規則ならびに車両の適正な管
理や運転技術の指導教育を行い、交通安全の推進や法令遵守の強化に努める。

⑤ 当社グループは、「個人情報管理委員会」を設置し、個人情報保護法対応および情報セ
キュリティ対策等を行い、個人情報の適切な取扱いに努める。

⑥ 当社グループは、「環境マネジメント委員会」を設置し、「環境マニュアル」に基づき、
継続的な地球環境保全のための活動を行う。

⑦ 当社グループは、「グループ安全衛生委員会」を設置し、グループ内で発生した労災事
故の事案を把握し、その対策等を行い、労災事故撲滅に努める。

⑧ 当社グループの全ての役員および使用人は、共通の理念である「toho group way」
とコンプライアンスの基本原則である「倫理行動規範」を通じてその精神を理解し、一
層公正・透明で風通しの良い企業風土の構築に努める。

⑨ 当社グループは、反社会的勢力との関係は、法令違反につながるものと認識し、「反社
会的勢力排除規程」に基づき、不当要求等に対して毅然と対応するとともに、反社会的
勢力との関係を遮断する体制の整備に努める。

⑩ 当社グループは、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のため、社内の窓
口と社外の弁護士を直接の情報受領者とする外部窓口を設置し、通報者の保護を徹底し
た内部通報制度を運用する。

⑪ 当社は、社長直轄の監査室を設置して、監査室が、定期的に実施する内部監査を通じ
て、当社グループの業務実施状況の実態を把握し、全ての業務が法令、定款および社内
諸規程に準拠して適法・適正かつ合理的に行われているか、また、当社グループの制
度・組織・諸規程が適法・適正であるかを公正不偏に調査・検証することにより、会社
財産の保全ならびに経営効率の向上に努める。

（3）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が社内諸

規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令およ
び社内諸規程に基づき、定められた期間保存する。

（4）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社グループは、全社横断的な委員会組織として「内部統制マネジメント委員会」を設

置し、「グループ内部統制規程」に基づき、当社グループ全体のリスクについて統括管
理を行うとともに、子会社の社長を内部統制責任者として任命し、各子会社はリスクマ
ネジメントを行う。また、有事には当社の社長を対策本部長とする緊急対策本部を設
け、危機管理にあたる。

② 通常のリスク管理だけでは対処できないような危機・大規模災害が発生する事態に備
え、最適な管理体制を整備する。
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（5）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中

期経営計画および単年度の経営計画を策定する。経営計画達成のため、取締役の職務権
限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図る。

② 当社は、社長以下取締役、常勤監査役、主要子会社の社長をメンバーとする経営戦略会
議を設け、定期的に開催し、経営全般に関する方針、計画策定等の絞り込んだテーマに
ついて、充分に審議する。取締役会の決議を要する重要事項については、毎月１回開催
する定例の取締役会および臨時取締役会にて決定し、併せて取締役の職務執行状況の監
督等を行う。

③ 当社は、子会社との各種連絡・協議を行うため、適宜、関係会社個別検討会を開催し、
当社の取締役、監査役および子会社の取締役等が必要に応じてその会議に参加すること
により、経営の効率化を確保する。

（6）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、子会社の業務の適正を確保するため、グループ戦略部を設置し、適切な経営管

理を行う。
② 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対し、重要事項の承認について必要

な手続きおよび報告事項について報告を求める。

（7）監査役による監査が効率的に行われるための体制
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項
当社は、監査役の職務を補助する使用人を監査室に置く。

② 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の任命、解任、評価、人事異動については、監査役会の同意を得たうえで
決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

③ 前２項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人に対する指揮命令は監査役が行う。

④ 取締役および使用人による監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社グループの取締役および使用人は、法令に従い、会社に著しい損害を及ぼすお
それのある事実があることを発見したときまたは不正事故等が発生したときは直ち
に当社監査役に報告する。

(ⅱ)当社において、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の
執行状況を把握するため、経営戦略会議等の重要な会議に出席するとともに、主要
な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することとする。

(ⅲ)上記にかかわらず、当社監査役は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役
および使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提
示を求めることができるものとする。
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⑤ 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該
報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グル
ープの取締役および使用人に周知徹底する。

⑥ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたとき
は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認めら
れた場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行う。

⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社の監査室は、内部監査の計画および結果の報告を、当社監査役に対して定期的
および必要に応じて臨時に行って相互の連携を図ることとする。

(ⅱ)当社監査役は、会計監査人の会計監査に積極的に立会うことにより連携を図ること
とする。

（8）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、「財務報告に係る内部統制委員会」を設置し、財務報告に関する内部統

制の整備・運用を行い、財務報告の信頼性を確保する。
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当社の運用状況
当連結会計年度においては、内部統制システム構築の基本方針に基づき、以下の具体的な取り

組みを行いました。
（1）内部統制システム全般

当社は、グループ全体における内部統制システムの整備・運用状況を点検し、改善を図る
ため、代表取締役社長を委員長とする内部統制マネジメント委員会を設置しております。本
委員会は、内部統制システム運用のグループ全体俯瞰を行うとともに、リスクマネジメント
に重点を置き、課題の抽出と改善を行っております。
なお、本委員会は当連結会計年度に4回開催いたしました。

（2）コンプライアンス
当社グループは、経営方針に「コンプライアンスと適時情報開示」を掲げており、コンプ

ライアンスへの理解と高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、当社グループの良き伝
統・理念を集約した行動準則としての「toho group way」、全てのステークホルダーと適
切な協働に努めるための「倫理行動規範」を制定し、朝礼等で読み合わせを実施するなどの
教育・研修を継続的に行っております。
当社グループの内部通報制度は、社内の窓口として法務・コンプライアンス部と労働組合、

社外の窓口として外部の弁護士を直接の情報受領者とする窓口を設置しており、内部通報制
度を全従業員に周知しております。通報内容については、迅速に事実調査を実施しており、
再発防止策を検討し、速やかに実施しております。
反社会的勢力対策として、グループ各社で新規取引先等の反社会的勢力調査を行い、反社

会的勢力との関わりを防止しております。また、兵庫県企業防衛対策協議会に参加し、管轄
警察署との連携を深めております。

（3）リスク管理
内部統制マネジメント委員会では、あらかじめ具体的なリスクを収集・分類し、重要リス

クを特定、一元的に管理しております。また、そのリスクが顕在化した場合、適切な対応を
行い、会社損失を最小化するための施策に取り組んでおります。
更に、品質管理、個人情報管理、環境管理、交通安全、安全衛生に関する各リスクは、グ

ループ横断的な組織として各委員会を設置し、適切な対応を行っております。
（4）内部監査

監査室は、内部監査計画に基づき、次の内部監査を実施し、取締役会および監査役会に報
告を行いました。
① 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価
② 当社および子会社における業務の適正性、法令遵守状況
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（5）取締役の職務の執行
取締役会は、社外取締役４名を含む取締役９名で構成され、原則として毎月１回、必要に

応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとと
もに、職務執行の状況を監督しております。また、当社では、効率的な業務執行を行うため、
経営に係る重要な意思決定は経営戦略会議による審議を経て取締役会に付議しております。
また、グループ会社の取締役会決議事項については、一定の基準を設け、当社の取締役会

および経営戦略会議並びに経営会議承認事項として、経営管理を行っております。
当連結会計年度の主な会議の開催状況は、以下のとおりです。
取締役会は18回（書面決議を含まない。）、経営戦略会議は12回開催し、各議案についての

審議、職務執行の状況等の監督を行っております。
（6）監査役の職務の執行

監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は毎月開催の経営戦略会議および内部統制
マネジメント委員会等の出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しております。ま
た、グループ各社の取締役等との意見交換、監査室・会計監査人・子会社監査役等と連携し
て監査を実施しております。
当連結会計年度に監査役会は16回開催いたしました。
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年
２
１
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 5,345 5,079 16,303 △661 26,066
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,554 △1,554
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,576 4,576
株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分 6 6
自 己 株 式 の 取 得 △388 △388
連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 15 15
株主資本以外の項目
の連結会計年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の
変 動 額 合 計 − 15 3,021 △382 2,654
当 期 末 残 高 5,345 5,094 19,325 △1,043 28,720

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 899 △2 2,546 1,223 4,666 386 31,119
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △10 △1,564
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,576
株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分 6
自 己 株 式 の 取 得 △388
連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 15
株主資本以外の項目
の連結会計年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

344 2 125 577 1,048 △268 779

連結会計年度中の
変 動 額 合 計 344 2 125 577 1,048 △278 3,424
当 期 末 残 高 1,243 △0 2,671 1,800 5,714 108 34,542
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の状況

当社の連結子会社は、21社（株式会社トーホーフードサービス、株式会社トーホーキャッシュアンドキャ
リー、株式会社トーホービジネスサービス、株式会社アスピット、株式会社トーホー沖縄、株式会社トーホ
ー・北関東、株式会社トーホー・コンストラクション、株式会社藤代商店、株式会社鶴ヶ屋、株式会社トー
ホーウイング、株式会社システムズコンサルタント、TOHO Singapore Pte. Ltd.、TOHO Foods
Malaysia Sdn.Bhd.、株式会社エフ・エム・アイ、昭和物産株式会社、FRESHdirect Pte. Ltd.、Bread N
Better Pte Ltd、TOHO FOODS HK CO.,LTD.、関東食品株式会社、Suitfit Company Limited、株式
会社三協食鳥）であります。
株式会社三協食鳥は2025年９月に全株式を取得したことにより連結の範囲に含めております。
株式会社トーホーストアは、清算結了に伴い、連結の範囲から除外しております。
株式会社トーホーファームは、清算結了に伴い、連結の範囲から除外しております。

（2）非連結子会社の状況
非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちTOHO Singapore Pte. Ltd.、TOHO Foods Malaysia Sdn.Bhd.、FRESHdirect

Pte. Ltd.、Bread N Better Pte Ltd、TOHO FOODS HK CO.,LTD.およびSuitfit Company Limitedの
決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決
算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② デリバティブ
時価法

③ 棚卸資産
商品、製品、仕掛品
ディストリビューター事業およびキャッシュアンドキャリー事業
主として月別総平均法による原価法によっております。なお、貸借対照表価額は、収益性の低下
に基づく簿価切り下げの方法により算定しております。

フードソリューション事業
主として個別法による原価法によっております。なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づ
く簿価切り下げの方法により算定しております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

適用状況は次のとおりであります。

建 物（建物附属設備および一部の子会社の建物を除く） 定額法

その他の有形固定資産

株式会社トーホーの六甲アイランドコーヒー工場に所在する
ものおよび主要な電算機器、株式会社トーホー・コンストラ
クションの不動産部門の所有するもの全て

定額法

上記以外のもの 定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を適用して
おります。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物……2〜50年
機械装置及び運搬具・工具、器具及び備品……2〜20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金…………… 売上債権および貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備える

ため、信用度に応じてグルーピングを行い貸倒実績率を見込み、グルーピング
した以外の特定の債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

② 賞与引当金…………… 従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会
計年度の負担額を計上しております。

③ 事業所閉鎖等引当金… 賃借店舗等の営業撤退に伴う損失に備えるため、その損失見込額を見積り計上
しております。

④ 製品保証引当金……… 製品保証に伴う費用の支出に備えるため、保証期間内の販売済製品について
は、過去の実績率に基づいて計算したアフターサービス費用の見積り額を計上
しております。

⑤ 事業整理損失引当金… 事業整理に伴い発生する将来の損失に備えるため、今後発生すると見込まれる
損失額を計上しております。

⑥ 株式給付引当金……… 役員向け株式給付規程に基づく取締役等への当社株式の給付に備えるため、当
連結会計年度末における株式給付債務の見込み額に基づき計上しております。

2026年03月26日 09時33分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 14 ―

（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし
ております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より費用処理しております。
未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお

けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用

当社および連結子会社の一部の退職給付制度は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

原則として通常の売買取引に準じた方法によっております。
（6）重要な収益および費用の計上基準

当社グループは、主として外食産業向け業務用食品等の販売を行っております。
当該販売については、契約に従い商品等を提供することにより、当該商品等に対する支配が顧客に移転

し履行義務が充足されるため、原則として商品等を顧客に引き渡し、又は特定の場所に納品した時点で収
益を認識しております。ただしディストリビューター事業の取引のうち、出荷時から当該商品に対する支
配が顧客に移転するまでの期間が通常の期間であるものについては、収益認識に係る会計基準の適用指針
第98項の代替的取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
収益は顧客との契約において約束された対価から、リベートおよび値引き等を控除した金額で算定して

おります。また、一部の連結子会社において、顧客に付与したポイントを履行義務として識別し、将来利
用されると見込まれる額を契約負債として計上し、ポイントが利用され又は失効した時点で収益を認識し
ております。
約束された対価は履行義務の充足時点から１年以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要

素は含まれておりません。
（7）重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。
（8）のれんの償却に関する事項

のれんの償却については２年から20年間の均等償却を行っております。
（9）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子会社の資産および負債、収益および費用は、在外子会社の決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて表示しております。
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５．会計上の見積りに関する注記
（のれんおよび固定資産の減損）
のれんおよび固定資産の減損は、各資産グループの過去の実績推移や内部、外部環境を考慮した利益計画

等に基づいて策定した将来キャッシュ・フローの見積りに基づき、減損の兆候の把握、認識の必要性の判
断、計上額の算定を行っております。この利益計画等は、将来の各種施策が売上高や原価率に与える影響、
コストコントロール施策が経費率に与える影響を加味するなど、一定の仮定を置いており、その仮定には不
確実性が伴っております。
これらの見積りに基づき、連結計算書類に計上した金額は以下のとおりです。
有形固定資産 26,209百万円
無形固定資産（のれんを除く） 1,521百万円
のれん 1,305百万円
減損損失 812百万円

６．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定
める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありませ
ん。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

７．追加情報
（取締役等に対する業績連動型株式報酬制度）
当社は、2024年４月23日開催の第71回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役、監査役

及び国内非居住者を除く。）及び委任型執行役員（国内非居住者を除く。）（以下、併せて「取締役等」とい
います。）を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上
昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な
業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「役員向け株式
給付信託」を導入しております。
(1) 取引の概要

本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」
といいます。）が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程に基づいて、取締役等に付与す
るポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭（以下、「当社株式等」といい
ます。）を、本信託を通じて、取締役等に給付する株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、当該信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の

部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数
は、それぞれ90百万円、28,100株であります。
当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、株式数

につきましては、当該株式分割前の株式数を記載しております。
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連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 27,517百万円
２．担保に供している資産

株式会社トーホーキャッシュアンドキャリーの一部建物15百万円は、協同組合沼津卸商社センターの借入金
に対して担保に供しております。

３．棚卸資産の内訳
棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
商品及び製品 14,315百万円
仕掛品 263百万円
原材料及び貯蔵品 23百万円

４．コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
なお、本契約には、財務制限条項等が付されております。
契約極度額 4,000百万円
借入実行額 −百万円
借入未実行残高 4,000百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 株 式 数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 11,012,166株 −株 −株 11,012,166株

２．自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 株 式 数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 255,866株 130,100株 1,900株 384,066株
（注）１．自己株式（普通株式）の増加130,100株は、2025年６月19日開催の取締役会の決議に基づく自己株

式の取得による増加130,000株及び単元未満株式の買取りによる増加100株によるものであります。
２．自己株式（普通株式）の減少1,900株は、役員向け株式給付信託に係る自己株式の処分によるもので

あります。
３．当連結会計年度末株式数には、役員向け株式給付信託の信託財産として信託口が保有する当社株式
（2026年１月期 28,100株、2025年１月期 30,000株）が含まれております。

４．当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記
の事項は、当該株式分割前の株式数を記載しております。

３．剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額等
① 2025年４月23日開催の第72回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 755百万円
・１株当たり配当金額 70円
・基準日 2025年１月31日
・効力発生日 2025年４月24日

（注）配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円を含めてお
ります。

② 2025年９月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 799百万円
・１株当たり配当金額 75円
・基準日 2025年７月31日
・効力発生日 2025年10月20日

（注）配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円を含めてお
ります。
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（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2026年４月28日開催予定の第73回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 799百万円
・１株当たり配当金額 75円
・基準日 2026年１月31日
・効力発生日 2026年４月30日

（注）１．配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円を含め
ております。

２．当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、
１株当たり配当金額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループでは、主として当社が資金調達および資金運用を行っております。当社では、経営を円滑に遂
行するため、資金調達および資金運用を計画的かつ効率的に行うことを目的とした資金管理規程を定めてお
り、それに基づいた運営をしております。資金調達につきましては、策定した資金計画に基づき、必要な資金
（主に銀行借入）を調達し、また、資金運用につきましては、資金管理規程に基づき、運用方針等を取締役会
で承認を得た範囲内で手元資金を運用しております。デリバティブ取引は、主として輸入取引に伴う為替の変
動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

区分 連結貸借対照表
計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

（1）投資有価証券 2,862 2,862 −
（2）敷金 1,805 1,380 △426
資産計 4,667 4,242 △426

長期借入金（１年内返済予定を含む） 18,520 18,118 △402
負債計 18,520 18,118 △402

デリバティブ取引(※)
（1）ヘッジ会計が適用されていないもの (0) (0) −
（2）ヘッジ会計が適用されているもの (0) (0) −
デリバティブ取引計 (0) (0) −
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で表示しております。
（注）１．短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資

産、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等については、注記を省略しております。
２．市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借

対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

①その他有価証券
非上場株式 45

②敷金 1,375
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2026年１月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券 2,862 − − 2,862

資産計 2,862 − − 2,862
デリバティブ取引 − 0 − 0

負債計 − 0 − 0
（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2026年１月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 − 1,380 − 1,380

資産計 − 1,380 − 1,380
長期借入金 − 18,118 − 18,118

負債計 − 18,118 − 18,118
（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
株式は取引所の価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レートの観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。
敷金
敷金については償還予定時期を見積り、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標で割引

いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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長期借入金
長期借入金については、元利金の合計を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 2026年１月31日）

(単位：百万円)
報告セグメント

ディストリビュー
ター事業

キャッシュアンド
キャリー事業

フードソリューシ
ョン事業 合計

関東北海道東北 61,026 3,872 6,757 71,655
東海北陸 6,164 2,553 − 8,717
近畿 59,370 9,392 6,008 74,770
中四国 10,470 8,220 − 18,690
九州沖縄 53,288 21,601 − 74,889
海外 10,591 − − 10,591
顧客との契約から生じる収益 200,910 45,637 12,765 259,312
その他の収益 − 7 428 435
外部顧客への売上高 200,910 45,644 13,193 259,747
（注）１．その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等でありま

す。
２．前連結会計年度において食品スーパー事業から撤退したことに伴い、当連結会計年度より食品スーパ

ー事業を報告セグメントから抹消しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針
に関する事項（6）重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に
関する情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権
受取手形 51 24
電子記録債権 509 508
売掛金 19,154 22,408
契約資産 − 358
契約負債 636 568
契約資産は、建設事業における長期請負工事契約について、一定の期間にわたり履行義務が充足されると

判断し、工事の進捗度に基づき認識した収益に関する連結子会社の権利（のうち未請求のもの）でありま
す。
契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられま

す。当該対価は、個々の契約に定められた支払条件に従って請求し、受領しております。
契約負債は主に、一部の連結子会社におけるポイント制度に関連するものおよび前受金です。ポイント制

度に関連するものは、顧客に付与したポイントを履行義務として識別し、将来利用されると見込まれる金額
で計上しており、ポイントが利用され又は失効した時点で取り崩されます。
前受金は、連結子会社において、工事契約において契約に基づき顧客から受け取った履行義務充足前に関

するものおよび商品並びに製品の引渡し前に顧客から受け取ったものであり、収益の認識に伴い取り崩され
ます。
契約資産は、主に、収益認識による増加と債権への振替による減少に伴い変動します。
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんど全て当連結会計年度の収益として認識されていま

す。当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありませ
ん。
なお、連結貸借対照表上、契約負債は金額的重要性が乏しいため流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。
（2）残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使
用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に取
引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,079円97銭
２．１株当たり当期純利益 142円93銭
（注）当社は、2026年２月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており

ます。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」および「１
株当たり当期純利益」を算定しております。

その他の注記
減損損失に関する注記
当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 場所 種類 減損損失（百万円）

事業用資産等 シンガポール他
建物及び構築物 48
その他 146

その他 東京都港区他 のれん 618
計 812

資産のグルーピングの方法については、当社においては個々の賃貸物件、その他の会社においては主と
して店舗、事業所を、のれんについては会社単位を資産グループの最小単位としております。また、遊休
資産につきましては、個々の物件を最小単位にしております。上記資産グループにつきましては、収益性
の低下により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を上記のとおり特別損失に計上いたしまし
た。
なお、回収可能価額の算定方法については、回収可能価額を正味売却価額とした場合、固定資産税評価

額等を基礎として算定しており、のれんは当該のれんによって生じると見積もられる将来キャッシュ・フ
ローを5.5％（加重平均資本コストを基に算定した割引率）で割り引いた価額で評価しております。また
使用価値とした場合は、将来キャッシュ・フローを5.5％（加重平均資本コストを基に算定した割引率）
で割り引いて算定しております。

重要な後発事象に関する注記
（株式分割および定款の一部変更）

当社は、2026年１月13日開催の取締役会決議により、2026年２月１日を効力発生日として、株式分
割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
１．株式分割の目的

株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることで、投資家の皆様がより投資しやすい環境を
整え、当社株式の更なる流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としています。

２．株式分割の概要
(1) 分割の方法

2026年１月31日（土）（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2026年１月30日
（金））を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式
を、１株につき３株の割合をもって分割いたしました。

(2) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 11,012,166株
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今回の分割により増加する株式数 22,024,332株
株式分割後の発行済株式総数 33,036,498株
株式分割後の発行可能株式総数 83,852,400株

(3) 分割の日程
基準日公告日 2026年１月15日（木）
基準日 2026年１月31日（土）
効力発生日 2026年２月１日（日）

(4) １株当たり情報に及ぼす影響
１株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に記載しております。

３．株式分割に伴う定款の一部変更
(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、取締役会決議により、2026年２
月１日を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたしました。

(2) 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。

（下線部は変更箇所を示します）
現行 変更後

第２章 株式
(発行可能株式総数)
第６条 当会社の発行可能株式総数は、2,795

万800株とする。

第２章 株式
(発行可能株式総数)
第６条 当会社の発行可能株式総数は、8,385

万2,400株とする。
(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2026年１月13日（火）
効力発生日 2026年２月１日（日）
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株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年
２
１
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計配当準備

積 立 金
固定資産
圧縮積立金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,345 5,042 21 5,062 564 930 196 2,140 3,095 6,925
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,554 △1,554
当 期 純 利 益 3,564 3,564
固定資産圧縮積立金の取崩し △1 1 −
株式給付信託による
自己株式の処分
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 − − − − − − △1 − 2,010 2,009
当 期 末 残 高 5,345 5,042 21 5,062 564 930 195 2,140 5,105 8,934

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △661 16,671 527 527 17,197
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,554 △1,554
当 期 純 利 益 3,564 3,564
固定資産圧縮積立金の取崩し − −
株式給付信託による
自己株式の処分 6 6 6
自己株式の取得 △388 △388 △388
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) 226 226 226

事業年度中の変動額合計 △382 1,628 226 226 1,854
当 期 末 残 高 △1,043 18,298 753 753 19,051
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項
１．資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券
① 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）デリバティブ
時価法

（3）棚卸資産
① 商品

月別総平均法による原価法によっております。
なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しております。

② 貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）によって
おります。

２．固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

適用状況は次のとおりであります。
建 物（建物附属設備を除く） 定額法

その他の有形固定資産
六甲アイランドコーヒー工場に所在するものおよび主要な電算
機器 定額法
上記以外のもの 定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を適用してお
ります。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物……2〜50年
機械及び装置・車両運搬具・工具、器具及び備品……2〜15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金……………… 貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、信用度に

応じてグルーピングを行い貸倒実績率を見込み、グルーピングした以外の特定
の債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金……………… 従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年
度の負担額を計上しております。

（3）退職給付引当金………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年
金資産の見込額に基づき退職給付引当金又は前払年金費用を計上しておりま
す。なお、当事業年度末においては、前払年金費用を投資その他の資産「その
他」に含めて計上しております。また、一部の短期契約社員等異なった退職金
規定に基づく社員については簡便法によっております。
退職給付引当金および退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

（4）事業整理損失引当金…… 事業整理に伴い発生する将来の損失に備えるため、今後発生すると見込まれる
損失額を計上しております。

（5）株式給付引当金………… 役員向け株式給付規程に基づく取締役等への当社株式の給付に備えるため、当
事業年度末における株式給付債務の見込み額に基づき計上しております。
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４．収益および費用の計上基準
当社は、主にグループ各社の経営管理、業務用食品の仕入・調達・開発、営業用不動産の賃貸等を行って

おり、売上高は、業務用食品の販売、経営指導料等と不動産の賃貸による収益で構成されております。
当該販売については、契約に従い商品等を提供することにより当該商品等に対する支配が顧客に移転し履

行義務が充足されるため、原則として商品等を顧客に引き渡し、又は特定の場所に納品した時点で収益を認
識しております。ただし、一部の販売については、収益認識に係る会計基準の適用指針第98項の代替的取扱
いを適用し、出荷時に収益を認識しております。商品販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したもの
については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識してお
ります。
経営指導料等については、グループ会社に対し、経営指導、財務、人事等の管理業務を契約期間にわたっ

て総合的かつ継続的に提供することを履行義務としており、一定の期間にわたり充足されると判断している
ことから、契約期間にわたり毎月収益を認識しております。
収益は顧客との契約において約束された対価から、リベートおよび値引き等を控除した金額で算定してお

ります。
約束された対価は履行義務の充足時点から１年以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素

は含まれておりません。
不動産の賃貸による収益は、リース取引に関する会計基準に従い賃貸借契約期間にわたって収益を認識し

ております。
５．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。
６．退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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７．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。
８．会計上の見積りに関する注記

（関係会社に対する投融資の評価）
関係会社株式に係る評価損は、対象会社の財政状態が著しく悪化した場合に、実質価額が将来の利益計画

等により回収可能性が裏付けられる場合を除き、貸借対照表価額を相当額減額し、当該金額を関係会社株式
評価損として計上しております。
また、関係会社への貸付金の評価は、対象会社の財政状態および経営成績の状況を勘案し、回収可能性を

判断した上で、回収可能性が見込めない場合に貸倒引当金を計上しております。
これらの利益計画等は、過去の実績推移、外部環境や内部環境を加味するなど、一定の仮定を置いてお

り、その仮定には不確実性が伴っております。
これらの見積りに基づき、計算書類に計上した金額は以下のとおりです。
関係会社短期貸付金 2,345百万円
関係会社長期貸付金 468百万円
貸倒引当金 △137百万円
関係会社株式 24,915百万円
関係会社株式評価損 618百万円
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貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 9,787百万円
２．債務保証 0百万円
３．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）
（1）短期金銭債権 202百万円
（2）短期金銭債務 11,933百万円
４．コミットメントライン契約

当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
なお、本契約には、財務制限条項等が付されております。
契約極度額 4,000百万円
借入実行額 −百万円
借入未実行残高 4,000百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
（1）売上高 34,241百万円
（2）営業収益 2,926百万円
（3）仕入高、販売費及び一般管理費 470百万円
（4）営業取引以外の取引高 3,747百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首
株 式 数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当 事 業 年 度 末

株 式 数
普 通 株 式 255,866株 130,100株 1,900株 384,066株
（注）１．自己株式（普通株式）の増加130,100株は、2025年６月19日開催の取締役会の決議に基づく自己株

式の取得による増加130,000株及び単元未満株式の買取りによる増加100株によるものであります。
２．自己株式（普通株式）の減少1,900株は、役員向け株式給付信託に係る自己株式の処分によるもので

あります。
３．当事業年度末株式数には、役員向け株式給付信託の信託財産として信託口が保有する当社株式
（2026年１月期 28,100株、2025年１月期 30,000株）が含まれております。

４．当社は、2026年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記
の事項は、当該株式分割前の株式数を記載しております。
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 5百万円
賞与引当金等 20
貸倒引当金 43
資産除去債務 93
有価証券評価損 1,666
会社分割による子会社株式調整額 187
減損損失 171
繰越欠損金 747
その他 82

小計 3,014
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △510
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,913
評価性引当額 △2,423

合計 591
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △91
その他有価証券評価差額金 △346
前払年金費用 △193
その他 △38

合計 △667
繰延税金資産の純額 △76

２．法人税および地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計に関

する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従っております。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社および関連会社等

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役員の兼任等 事業上の関係

子会社 ㈱ ト ー ホ ー フ ー ド
サ ー ビ ス 100 兼 任 １ 名

事業所等の賃
貸、資金の預
り、 経 営 管
理、商品の販
売・仕入

商 品 売 上 13,267 関 係 会 社
売 掛 金 3,716

資 金 の 預 り ― 預 り 金 2,910

子会社 ㈱トーホーキャッシュ
ア ン ド キ ャ リ ー 100 兼 任 １ 名

店 舗 等 の 賃
貸、資金の預
り、 経 営 管
理、商品の販
売

商 品 売 上 16,280 関 係 会 社
売 掛 金 4,161

資 金 の 預 り ― 預 り 金 2,438

子会社 ㈱トーホー・北関東 100 兼 任 １ 名
資金の預り、
経営管理、商
品の販売

商 品 売 上 949 関 係 会 社
売 掛 金 1,306

子会社 関 東 食 品 ㈱ 100 −
資金の預り、
経営管理、商
品の販売

資 金 の 預 り ― 預 り 金 1,877

子会社 ㈱ ア ス ピ ッ ト 100 − 資金の預り、
経営管理 資 金 の 預 り ― 預 り 金 1,096

子会社 ㈱ 鶴 ヶ 屋 100 −
資金の預り、
経営管理、商
品の販売

資 金 の 預 り ― 預 り 金 984

子会社 ㈱ ト ー ホ ー 沖 縄 100 兼 任 １ 名
資金の預り、
経営管理、商
品の販売

商 品 売 上 2,768 関 係 会 社
売 掛 金 860

子会社 ㈱ 三 協 食 鳥 100 −
資金の貸付、
経営管理、商
品の仕入

資 金 の 貸 付 ― 関 係 会 社
短期貸付金 1,625

子会社 ㈱エフ・エム・アイ 100 兼 任 １ 名 資金の貸付、
経営管理 資 金 の 貸 付 ― 関 係 会 社

短期貸付金 681

（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等
①一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。
②当社と上記子会社は、グループ資金の効率化を目的にキャッシュ・マネジメント・システム導入によ
る資金管理を行っております。
子会社に対する貸付金および子会社からの預り金につきましては、市場金利を勘案して利率を決定し
ております。なお、担保は受け入れ（差し入れ）ておらず、また取引が反復的に行われているため、
取引金額の記載は省略しております。
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収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に記載のとお

りであります。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 597円51銭
２．１株当たり当期純利益 111円32銭
（注）当社は、2026年２月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており

ます。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」および「１株当
たり当期純利益」を算定しております。
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